
2023年 9月 4日 

プルデンシャル信託株式会社 

 

【重要なお知らせ】 

受益者または残余財産帰属権利者に団体を設定される際の注意事項について 

 

 

生命保険信託契約を締結いただくにあたり、受益者または残余財産帰属権利者（以下、「受

益者等」）に団体を設定される際には、以下の点にご注意ください。 

 

・プルデンシャル信託株式会社が認める団体（※）に限ります。 

なお、団体を受益者等に設定する目的は「寄付」であり、寄付した信託財産の「使用用途」

を指定いただくことはできません。受益者等の団体へ信託財産を交付した以降の金銭管

理も行っておりません。 

・プルデンシャル信託株式会社が認める団体であっても、受益者等として信託財産を受け取

ったのち、その財産を特定の団体や個人へ受け渡すことを前提とした生命保険信託契約

はお引き受けできません。 

 

※プルデンシャル信託株式会社が認める団体とは、「国・地方公共団体」「公益社団法人・公

益財団法人」「認定 NPO法人（国から認定されている団体のみ）」等が含まれますが、以下

の団体は含まれません。 

 

＜生命保険信託の受益者等に設定いただくことができない団体＞ 

・株式会社等の営利団体 

・一般社団法人や一般財団法人 

・NPO法人（国から認定されていない団体）  等 

 

 

その他、ご不明な点等がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

0120-93-5524 （国内通話料無料）  携帯電話からもご利用いただけます 

9:30～12:00 / 13：00～17：00 （土日祝日・年末年始を除く） 

プルデンシャル信託株式会社 

受付時間 


